
月 極 駐 車 場 賃 貸 借 契 約 約 款 
 

 本月極駐車場賃貸借契約約款（以下：「本賃貸借契約約款」という。）

は、賃貸人：ジェイア－ル東海静岡開発株式会社（以下：「甲」という。）

と賃借人（以下：「乙」という。）との間で締結される、本駐車場（以

下に定義する）に関する賃貸借契約（以下：本契約）に適用される。 

本契約において、「本駐車場」とは、本契約の申込にあたり、乙から

甲若しくは甲が指定する管理会社に提出する「月極駐車場使用申込書」

（以下：「使用申込書」という。）に記載された駐車場をいう。 

 

（目的） 

第１条 甲は、乙に対し、本駐車場を使用申込書に記載の車両用の駐

車場の目的で、本賃貸借契約約款並びに使用申込書に定める条件で

賃貸し、乙はこれを賃借する。 

 

（確認事項） 

第２条 甲と乙とは、鉄道運行の安全確保のために、東海旅客鉄道株

式会社（以下：「ＪＲ東海」という。）の承認及び指導監督を受ける

こと、甲が管理者としての立場から乙に対し指導を行う必要がある

こと及び乙はこれを遵守すべきことを相互に確認する。 

 

 （誓約事項） 

第３条 乙は、甲に対し、本契約締結時または将来にわたって、乙ま

たは乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者（以下

併せて「乙ら」という。）が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、

総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他の反

社会的勢力（以下「暴力団等」という。）ではなく、以下の各号に掲

げる暴力団等との関係をいずれも有しないことを誓約する。 

（１） 暴力団等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与し

ていると認められる関係 

（２） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者

に損害を与えるなど、暴力団等を利用していると認められる関

係 

（３） 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど

の関与をしていると認められる関係 

（４） 暴力団等との社会的に非難されるべき関係 

２ 前項による誓約が、本契約における重要な要素であることを相互

に確認する。 

 

 （駐車位置） 

第４条 乙が使用できる駐車場の駐車位置は、使用申込書に記載され

た駐車場及び駐車位置とする。 

 

 （契約期間） 

第５条 本契約の期間は、使用申込書に記載された利用開始日が毎月

1 日の場合は記載の日から当月末まで、毎月１６日の場合は記載の

日から翌月末までとする。ただし、甲・乙いずれからも意思表示が

ない場合は、当該期間満了の日の翌日から同一条件をもって、１ヶ

月更新するものとする。以後、この例によるものとする。 

 

 （賃料） 

第６条 毎月の賃料は、使用申込書に記載された金額とする。 

なお、賃料の発生日は、第５条の契約期間の初日とし、利用開始日

が毎月１６日の場合には、利用開始日から月末までの日数分を計算

し、初月の賃料とする。 

２ 初月の賃料及び敷金など初期費用については、甲の指定する日ま

でに甲の指定する口座に振り込むものとし、その手数料は乙の負担

とする。 

３ 賃料は前払いとし、毎月１日から末日までの月計算とする。 

４ 賃料の支払方法は口座振替による支払い、若しくは振込による支

払いのいずれかとする。 

５ 口座振替による支払いの場合は、甲の契約した収納事務代行会社

が、乙の指定口座から当該賃料の口座振替事務を行うものとし、毎

月各２７日（金融機関が休日の場合は、翌営業日）に、当該月の翌

月分の賃料を引き落とすものとする。 

６ 振込による支払いの場合は、各月末（金融機関が休日の場合は、

直前の営業日）までに翌月分を甲の指定する口座に当該賃料を振り

込むこととする。 

 

 

振込先 静岡銀行 駅南支店   

（普通） 口座番号 ０２８１５２６ 

口座名  ジェイアールトウカイシズオカカイハツ（カ 

 

７ 乙が甲に対し、賃料を振り込む場合の振込手数料は乙の負担とす

る。 

 

（遅延損害金） 

第７条 乙は、本契約による金銭債務の支払を遅延した場合、遅延日

数に応じ、年１４．６％（年３６５日の日割り計算）の割合による

遅延損害金を甲に支払うものとする。この場合、１円未満は切り捨

てるものとする。なお、乙が甲に対し、遅延損害金を振り込む場合

の振込手数料は乙の負担とする。 

 

 （敷金） 

第８条 乙は、敷金として、契約時に賃料月額の２ヶ月分（使用申込

書に記載の金額）を甲に預託するものとする。 

２ 敷金は、本契約の終了または解除後乙が本駐車場の明け渡しを完

了した後、翌月末をもって甲から乙に返還する。 

３ 前項において賃料に不足がある場合は、敷金から充当するものと

する。この場合は残余の敷金を乙に返還する。 

４ 敷金には利息をつけない。 

 

 （搬入禁止） 

第９条 乙は、駐車位置及びその付近に爆発・発火または引火しやす

い物若しくは悪臭を発するもの及び他に迷惑を及ぼすおそれのある

ものを搬入してはならない。 

 

 （転貸等禁止） 

第１０条 乙は名義のいかんにかかわらず、本契約に基づく権利の全

部または一部を第三者に転貸し、譲渡または担保の用に供してはな

らない。 

 

 （甲の免責事項） 

第１１条 甲は、駐車場において、乙の車両またはその一部が盗難等

にあった場合及び車両またはその一部が地震・火事・風水害等の偶

発事項その他甲の責に帰することのできない事由により損傷した場

合並びに駐車する車両内に留置した物件等の盗難その他については、

賠償の責を負わないものとする。 

２ ＪＲ東海が管理する高架橋等に係る鉄粉・汚泥・雨漏り・落下物・

鳥の糞等で、乙の被った損害に対して、甲またはＪＲ東海はその責

を負わないものとする。 

 

 （乙の損害賠償等） 

第１２条 乙は、乙の関係者（運転者・同乗者を含む。）の故意または

過失により駐車場の設備若しくは駐車中の他の車両に損害を与えた

ときは、乙の責任において補修または賠償をしなければならない。 

２ 前項のうち、駐車場の設備に係る補修工事等については、乙の負

担で甲が施工する。 

 

 （乙の協力） 

第１３条 乙は、甲またはＪＲ東海から、保安・衛生・防災・防犯・

救援または工事等の必要により車両の移動等の要請があった場合は、

これを拒むことができない。 

 

 （第三者への損害賠償） 

第１４条 乙または乙の関係者が、甲または他の賃借人及び第三者の

身体、財産等に損害を与えた場合には、乙は甲に対し直ちにその旨

を通知しなければならない。 

２ 前項の場合、乙は直ちに自らの責任と負担において解決するもの

とし、これによって生じた一切の損害を賠償しなければならない。 

３ 乙の責に帰すべき事由によりＪＲ東海に対し損害を及ぼしたとき

も前項と同様とし、仮にＪＲ東海が損害の賠償を余儀なくされたと

きは、乙はＪＲ東海または甲からの求償に対し異議なく応じるもの

とする。 

 

 （消費税） 

第１５条 乙は、賃料及びその他の費用について消費税相当額を加算

して甲に支払うものとする。 

 

 

 （ＪＲ東海等の要求に基づく報告義務） 

第１６条 乙は、甲がＪＲ東海に対して、本契約に関して知り得た乙

の情報（個人情報含む）を報告する義務が生じた場合は、甲がこの

報告を行うことについて、乙は予め承諾するものとする。 

 

 （善管注意義務） 

第１７条 乙は、賃貸借物件を共用部分とともに、常に善良な管理者

の注意義務をもって管理、使用しなければならない。 

２ 賃貸借物件がＪＲ東海の鉄道高架下にあることに鑑み、乙はＪＲ

東海の鉄道運転保安の確保に努めなければならず、特に火災の発生

や爆発等について特別な注意義務をもって防止しなければならない。 

３ 乙は賃貸借物件の管理として、ゴミ等の処理を定期的に行い、環

境美化に努めなければならない。 

 

（秘密保持） 

第１８条 甲及び乙は、本契約の履行にあたり、相互に下記の理由を

除き本件業務を遂行するにあたって知り得た秘密（以下「本件秘密

情報」という。）を秘密として取扱い、事前の書面による承諾なく第

三者に開示・漏洩しない。 

（１）甲及び乙から、開示されるまでに既に公知であったもの。 

（２）甲及び乙から、開示を受けたときに既に自己が所有していたも

の。 

（３）甲及び乙から、開示を受けた後に自己の責によらない事由によ

り公知となったもの。 

（４）甲及び乙から、開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負

うことなく適法に本件秘密情報を取得したもの。 

（５）甲及び乙から、開示の前後を問わず独自に開発したことを証明

し得るもの。 

（６）甲及び乙が、法令により本件秘密情報を開示する義務を負うと

き、または法律上権限ある官公署により当該情報の命令により開

示を要求されたもの。 

（７）第１６条により、ＪＲ東海に報告する義務が生じた場合。 

 

 （解約） 

第１９条 甲または乙が、契約期間内に本契約を解約しようとする場

合は、１ヶ月前までに相手方に書面をもって申し出るものとする。 

この場合、当該申し出た日の属する月の翌月末日をもって本契約

の解約日とする。 

 

 （契約の解除） 

第２０条 乙に、次の各号に該当する事由が生じた場合は、甲は乙に

対して通知を発して本契約を解除することができる。 

（１） 賃料の支払いを滞納したとき。 

（２） 銀行取引停止処分を受け、または破産、特別清算、民事再生手

続、会社更生等の申し立てがあったとき、その他乙の財産的な

信用が失墜したと甲が認めたとき。 

（３） 差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受け、または競

売の申立てがあったとき。 

（４） 甲の名誉、信用、信頼を損ない、または他の賃借人に対する営

業妨害その他不信行為があったと甲が認めたとき。 

（５） 乙または乙の役員が刑罰をうけ、乙の社会的信用が失墜したと

き。 

（６） その他本契約条項または関係官公庁等諸規則に違反したとき。 

（７） 前各号に準ずる事由により本契約を継続しがたくなったとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当した場合は、甲は何らの通知・催告を

要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。  

（１） 乙らが、暴力団等であるとき。 

（２） 乙らが、前条に掲げる暴力団等との関係を有することが判明し

たとき。乙らが、自らまたは第三者を利用して、甲に対し、暴

力的要求行為をしたとき。 

（３） 乙らが、自らまたは第三者を利用して、甲に対し、法的な責任

を超えた不当な要求行為をしたとき。 

（４） 乙らが、自らまたは第三者を利用して、甲に対し、詐術、暴力

的または脅迫的な言動をしたとき。 

（５） 乙らが、自らまたは第三者を利用して、甲の名誉・信用を毀損

し、または毀損するおそれのある行為をしたとき。乙らが、自

らまたは第三者を利用して、甲の業務を妨害し、または妨害す

るおそれのある行為をしたとき。 

（６） 乙が本契約の履行のために契約する第三者が、前各号のいずれ

かに該当するとき。 

 

３ 甲が前項の規定に基づいて、本契約の全部または一部を解除した

結果により、乙に損害が生じたとしても、甲はこれによる一切の損

害を賠償しない。 

  

（損害賠償） 

第２１条 乙は、乙の責に帰すべき事由により本件土地の効用を減滅

させたときは、甲に対し、これによって生じた損害を賠償しなけれ

ばならないものとする。 

２ 甲又乙が、第２０条の規定に基づいて、本契約の全部または一部

を解除した結果により、相手方に損害が生じたとしても、甲はこれ

による一切の損害を賠償しない。 

 

 （契約地の返還） 

第２２条 甲は、ＪＲ東海から工事等に伴い、契約地の返還を求めら

れたときは、直ちに乙との契約を解除することができる。 

２ 前項の場合、甲は乙に対し代替地等その他一切の損害を補償しな

いものとする。 

 

 （届出義務） 

第２３条 乙は、次の各号に該当する場合が生じる時は、予め関係書

類を添付して、遅延なく甲に対しその旨を届け出なければならない。 

（１）住所、商号、または代表者を変更するとき。 

（２）乙を代表し、または乙を代理して本駐車場を使用するにあたっ

て責任を負うべき者に変更があるとき。 

 

 （自動車保管場所証明書） 

第２４条 甲は、乙の求めに応じて、「自動車保管場所証明書」を発行

する。発行手数料は、有料とする。 

２ 「自動車保管場所証明書」発行後は、発行日を含む６ヶ月以内に

乙の都合で本契約を解約することができない。但し、甲は解約の事

由により本項を適用しないことができる。 

 

 （本賃貸借契約約款及び本契約の変更） 

第２５条 甲は、本賃貸借契約約款を必要に応じていつでも変更する

ことができるものとする。 

２ 甲は、本賃貸借契約約款を変更する場合は、１ヶ月間以上の予告

期間をおいて、変更後の本賃貸借契約約款の内容を乙に通知若しく

は甲のウェブサイト上に掲載する。当該予告期間経過後、乙が本駐

車場の利用を継続した場合、または当該予告期間内に解約の手続き

をとらなかった場合には、乙は本賃貸借契約約款の変更に同意した

ものとみなし、本契約もあわせて変更される。 

 

 （本賃貸借契約約款の保管） 

第２６条 甲及び乙は、自己の責任と負担において、本賃貸借契約約

款を保管するものとする。 

 

 （管轄裁判所） 

第２７条 本契約に基づく権利義務に関する訴訟については、静岡地

方判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 （準拠法） 

第２８条 本契約については、日本国法を準拠法とする。 

 

（疑義に対する処置） 

第２９条 本賃貸借契約約款の各条項について疑義を生じたとき、ま

たは本賃貸借契約約款に定めのない事項については、その都度甲乙

誠意をもって協議解決する。 

 

以上 

 

 

2021年 7月 1日制定 

 

 

 


